
この夏、子どもたちの命を守るために！
2025年6月 町田市議会 矢口まゆ 一般質問



教科等横断的な教育内容に
「長く浮くこと」「安全を確保するための泳ぎ」



中教審：「教科等横断的な内容は
各教科における評価に反映する」

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/1415602_1_1_1.pdf

視点：小学校の水泳での授業における評価に
「長く浮く」は入っているか？
中学校の水泳での授業における評価に
「安全を確保するための泳ぎ」は入っているか？



各学校における熱中症対策
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⚫ 市教委において、上記のような一般的に考えられる熱中症対策について
ては全校で許可するよう統一すべきでは。

⚫ 例えば、飲み過ぎると健康上良くないという意見もあるスポーツドリン
ク等は、運動会練習等でしか許可されないケースもある。通常の時間割
の日には、熱中症警戒アラートがでている日には許可等でも良いのでは。



猛暑による休校判断について

昨年度から、熱中症特別警戒アラートがでた場合には休校とする自治体がでてきた。
あらかじめ休校の基準を決めておくことで混乱を防ぐこともできる。
町田市の場合には、東京都か神奈川県かというところが難しいが、
尼崎市では兵庫県もしくは大阪府としており、町田市でも同じような対応が検討できるのでは。

↑2025年6月9日時点尼崎市HPより



事業者においては、6月1日から
法令を根拠として労働者に対する
熱中症対策が義務化。

職場における熱中症対策の強化について
～令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます～
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正
労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがあ
る労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処する
ことにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順
作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

では、学校に通う子どもたちは？？
ガイドラインはあるが、法令で明文化された義務ではない。
子どもたちの命を守るための取り組みも、市町村教委や学校の
判断に大きく依存している。
考えられる対策を積極的にうっていただきたい。

ところで


